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公益財団法人江東区健康スポーツ公社管理運営施設における 
アイス自動販売機設置運営事業者募集要項 

 
 公益財団法人江東区健康スポーツ公社（以下「公社」という。）では、令和６年４月１日より

管理運営施設内における自動販売機によるアイスクリーム類（アイスクリーム、アイスミルク、

ラクトアイス、氷菓）の販売を行う設置運営事業者（以下「事業者」という。）を以下条件のも

とで募集する。 
 
１ 募集事業者 
 ３に記載の設置場所における自動販売機によるアイスクリーム類の販売を行う事業者 
 
２ 募集事業者数及び設置台数 
 募集事業者数 １社 
 設置台数   ５台 
 
３ 設置場所（設置場所の詳細は別紙１参照） 

施設名 住所 設置台数 
亀戸スポーツセンター 江東区亀戸８－２２－１ １台 
有明スポーツセンター 江東区有明２－３－５ ２台 
東砂スポーツセンター 江東区東砂４－２４－１ １台 
深川北スポーツセンター 江東区平野３－２－２０ １台 

  
４ 応募資格及び要件 
 応募できる事業者は、９に記載のある自動販売機設置運営条件を満たすことが可能な事業者

で、自動販売機の設置及び管理業務を履行する能力があると公社が認める者。 
 ただし、次のいずれかの条項に該当する場合は応募できない。 
（１）自動販売機の設置業務（自ら管理するものに限る）について、１年以上の実績を有して

いない者。 
（２）乳類を販売する場合は、食品衛生上の営業許可等の免許を有していない者。 
（３）法人税、法人事業税、消費税及び地方消費税等を滞納している者。 
（４）今年度当初から公募期間までの間、当該営業などの営業に関して、行政処分を受けてい

るか、公衆衛生上重大な事故をおこしている者。 
（５）暴力団関係者が役員である法人、または暴力団関係者が実質的に関与している法人であ

る者。 
（６）緊急を要する場合、速やかに適切な対応ができない者。 
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５ 契約期間 
 令和６年４月１日から令和８年３月３１日まで（２年） 
 
６ スケジュール 
 スケジュールは次のとおりとする。ただし、やむを得ない事情により変更することがある。 

 内 容 日 程 

募集受付 令和５年１２月２２日（金）～令和６年１月２３日（火） 

１７時まで 

質問の受付期間 令和５年１２月２２日（金）～令和５年１２月２５日（月） 

質問に対する回答期限 令和５年１２月２８日（木） 

選定結果公表 令和６年２月中旬予定 

 
７ 質疑・回答 
（１）質問受付期間：令和５年１２月２２日（金）～令和５年１２月２５日（月） 

（２）質 問 方 法：所定の質問書（様式第７号）に質問の要旨を簡潔に記載し、以下

のメールアドレスへ電子メールで送信すること。メールの件名は 

「事業者選定質問書（事業者名）」とすること。なお、電子メー

ル以外での質問は受け付けない。 

メールアドレス： keiyaku@koto-hsc.or.jp 

（３）回 答 方 法：令和５年１２月２８日（木）までに当公社ホームページにて公表 

し、個別の回答は行わない。 

 

８ 応募手続き等 
（１）提出書類 次のものを各１部提出すること。 

 書類 備考 

ア 応募届 様式第１号 

イ 誓約書 様式第２号 

ウ 登記事項証明書 発行後３か月以内のもの 

エ 国税の納税証明書 ※１ 発行後３か月以内のもの 

オ 法人事業税の納税証明書 発行後３か月以内のもの 

カ 売上手数料率提案書 様式第３号 

キ アイス自動販売機設置運営業務提案書 様式第４号 

ク 販売品目提案書 様式第５号 

ケ 設置する自動販売機のカタログ 寸法、年間消費電力等確認できるもの 

コ 委任状 ※２ 様式第６号 
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※１ 「法人税」及び「消費税及び地方消費税」の未納額がない証明書を提出。 
※２ 契約等の手続きを営業所等の代理人が行う場合には委任状を提出。 

（２）応募方法 
提 出 先 江東区東陽二丁目１番１号 

公益財団法人江東区健康スポーツ公社 江東区健康センター内 

事務局管理係 自動販売機設置運営事業者募集担当 

提出方法 窓口に提出書類を直接持参すること。 

（３）応募にあたっての留意事項 
 ・応募に係る費用は申込者の負担とする。 
 ・提出された書類は一切返却しない。 
 ・提出期限後の提出書類の再提出及び差し替えは認めない。 
 ・提出された提案書は情報公開の対象文書とする。 
 
９ 自動販売機設置運営条件 
（１）自動販売機本体・販売品目 
 ① 規格は、別紙２自動販売機契約案件一覧に記載した既存設置寸法と原則同等とすること。 
 ※ 規格について、同等以外を提案する場合は、事前に各施設で寸法を確認のうえ、１３に

記載の担当に了承を得ること。 
 ② 販売品目は、包装されたアイスクリーム類（アイスクリーム、アイスミルク、ラクトア

イス、氷菓）とする。 
 ③ デザインは、公序良俗に反しないものとし、著しく華美なものでないこと。 
 ④ 当たりくじ機能は有しないものとし、音声機能も停止できるものとすること。 
 ⑤ 自動販売機の設置にあたっては、日本産業規格（ＪＩＳ規格）の据付基準または一般社

団法人全国清涼飲料連合会の自動販売機据付基準等を遵守し、転倒防止対策を施すこと。 
 ⑥ ＬＥＤ照明採用等、省電力及び環境に配慮した機種とすること。 
 ⑦ ユニバーサルデザイン仕様の機種とすること。 
 ⑧ 電子マネー等のキャッシュレス決済対応自動販売機の設置を検討すること。 
 ⑨ 原則として、販売本数が確認できるカウンター付きの機種とすること。 
 ⑩ 販売価格については、標準販売価格（定価）を基準とし、物価の上昇等で近傍の売価と

比較して明らかに不相当になったときは、協議のうえ、販売価格を改定すること。 
 ⑪ 販売品目等自動販売機の運用上の事項については、必要に応じて公社と協議し、その指

示に従うこと。 
 ※ ⑦～⑧について、必須条件ではないが、評価の加点項目とする。 
 
（２）維持管理責任 
 ① 自動販売機への商品の補充、衛生管理、環境整備（空き容器の回収など）、保守修理及び
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売上金の回収等については、事業者が責任をもって行うこと。 
 ② 衛生管理及び感染症対策については、関係法令等の遵守、徹底を図り、関係機関等への

届出、検査等が必要な場合は、遅滞なく手続きを行うこと。 
 ③ 自動販売機の故障や問合せ、苦情等については、事業者の責任において迅速に対応し、

自動販売機に故障時等の連絡先を明記すること。 
 ④ 販売する商品の容器の種類に応じた使用済容器の回収ボックスを設置し、事業者の責任

で適切に回収するとともに、可能なものについては、リサイクルすること。 
 ⑤ 硬貨選別装置及び紙幣識別装置のプログラム改変により、偽造通貨及び偽造紙幣の使用

による犯罪の防止に万全を尽くすこと。 
 ⑥ 盗難事故や破損事故等による損害は、公社の責が明らかな場合を除き、全て事業者が負

うこと。 
 ⑦ その他詳細については、事業者と公社との間で協議のうえ取り決めるものとする。 
 
１０ 契約条件その他 
（１）公社は、事業者の業務に関して第三者との間に生じる債権債務については、一切責任を

負わない。 
（２）事業者は、本契約に基づく一切の権利を譲渡、転貸、その他担保の用に供することはで

きない。 
（３）公社は、次の各号に該当するときには、契約を取り消し、または変更することができる。 
 ① 天変地異等により自動販売機の設置場所が使用不能になったとき。 
 ② 事業者が契約条件に違反したとき。 
 ③ 事業者が応募者の資格及び要件を満たさなくなったとき。 
 ④ 公社が、設置場所を公用・公共用に供する必要が生じたとき。 
 ⑤ 江東区が、公社との指定管理者の指定を取り消した場合。 
（４）契約が終了した場合には、事業者は公社と協議のうえ、直ちに自らの負担で原状回復す

ること。 
 
１１ 費用負担 
 事業者は、以下に掲げる経費を負担すること。 
（１）売上手数料 

自動販売機の売上（販売本数×販売価格×消費税）に対し、事業者が提案した売上手数料

率により算出した額とする。納付にあたっては、当該月の売上実績を翌月１０日までに速や

かに報告し、その実績報告書を基に施設管理者が発行する請求書により指定する期日までに

納入すること。 
（２）電気使用負担金 
  電気使用量計測用子メーターを用いて電気使用量を計測する。メーターの設置、電気使用
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料金は事業者による自己負担とし、支払い方法は売上手数料と同様とする。 
（３）その他必要経費 
  自動販売機の設置、交換、移動、撤去、安全対策、維持管理、保健所への届出、電力使用

量計測用子メーター設置・撤去等の費用は、全て事業者による自己負担とする。 
 
１２ 事業者の決定方法 
（１）評価基準 
  別紙３「評価基準」のとおり 
（２）選定方法 
  提出された応募書類の審査を行い、必要な資格を満たしている者のうち、公社に対して支

払う売上手数料率が高い上位３社を選定し、さらに公社の関係職員で構成する選定委員会に

おいて、前項記載の評価基準を基に評価し、最も評価の高い者を事業者に決定する。 
（３）結果の通知等 
  事業者の決定は、令和６年２月中旬の予定とし、全ての応募者に結果を通知する。 
 
１３ 決定事業者の提出書類 
 事業者に決定した者が、乳類を販売する場合については、別途指定する期日までに食品衛生

上の営業許可等の免許写しを提出すること。 
 
１４ 事業者決定の取り消し 
 次のいずれかに該当する場合は、事業者としての決定を取り消す。 
（１）正当な理由なしで、１３で記載の書類を提出しない場合。 
（２）事業者が応募者の資格及び要件を満たさなくなった場合。 
（３）その他事業者が契約の相手方として不適当と認められる場合。 
 
１５ 問合せ先 
 公益財団法人江東区健康スポーツ公社 事務局管理係 
 自動販売機設置運営事業者募集担当  横田 
 電話 ０３（３６４７）５４０２ 


